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令和８年度愛媛県急速充電設備設置支援事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 県は、愛媛県補助金等交付規則（平成 18年愛媛県規則第 17号）に定めるも

ののほか、この要綱の定めるところにより、県内に急速充電設備を設置する者に対

し、その設置に要する経費について、予算の範囲内で令和８年度愛媛県急速充電設

備設置支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、電気自

動車及びプラグインハイブリッド自動車（以下「ＥＶ等」という。）を安心かつ快適

に使うことのできる充電環境を整備し、ＥＶ等の普及促進を図る。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 電気自動車 

搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用

しない検査済自動車（道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）第 60条第１項

の規定による自動車検査証の交付を受けた道路運送車両法第２条第２項に規定す

る自動車をいう。以下同じ。）をいう。 

二 プラグインハイブリッド自動車 

搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、

かつ外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。 

三 充電設備 

ＥＶ等に充電するための設備であって、第四号から第六号までに掲げるものを

いう。 

四 急速充電設備 

電源から充電用の直流電流を作り出す電源装置及びＥＶ等に搭載された電池

への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの出力が 10kW 以上のもので、

充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。 

五 充電用コンセント 

ＥＶ等の附属する充電ケーブルを接続する 200V 対応のＥＶ等専用のプラグの

差込口をいう。 

六 充電用コンセントスタンド 

前号の充電用コンセントを装備する盤状又は筒状の筐体をいう。 

 七 空白地域 

   公道上道のり 15km以内に公共用急速充電設備がない地点をいう。 

 

（補助事業） 

第３条 この要綱に基づく補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次

の各号に掲げるものをいう。 

一 急速充電設備の新規設置事業 

県内において、急速充電設備を新規設置する事業 

二 急速充電設備既存設置箇所への増設事業 
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県内において、高速道路のサービスエリア若しくはパーキングエリア、又は道

の駅等の急速充電設備既存設置箇所への増設を行う事業 

 三 急速充電設備の入替設置事業 

県内において、高速道路のサービスエリア若しくはパーキングエリア、又は道

の駅等の急速充電設備既存設置箇所への入替を行う事業 

２ 補助要件、補助対象経費、補助率、補助金の額、補助上限額及び補助上限台数は

別表１のとおりとする。 

 

（交付対象者） 

第４条 この要綱に基づく補助金の交付を申請することができる者は、地方公共団体、

法人又は個人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。 

 一 愛媛県暴力団排除条例（平成 22年愛媛県条例第 24号）に規定する暴力団若し

くは暴力団員等又はこれらの者が役員である法人 

二 県税に未納がある者 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、知事が別に定める日までに、交付申請

書（様式第１号）に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 前項の交付申請書は、充電設備の設置場所毎に提出するものとする。 

３ 第１項の交付申請書に添付する書類は、別表２のとおりとする。 

４ 補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達分（設置工事等を含む。）

がある場合、第１項の交付申請書を提出するときに、利益等排除の申告を知事にし

なければならない。 

５ 前項の利益等排除の対象となる調達先及び充電設備の利益等排除の方法は、一般

社団法人次世代自動車振興センターが交付するクリーンエネルギー自動車の普及

促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金（以下「ＣＥＶ補助金」という。）

業務実施細則（充電設備）別表５によるものとする。 

 

（補助金の交付決定等） 

第６条 知事は、前条第１項の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適

当であると認めるときは必要な条件を付して補助金の交付を決定し、当該申請者に

通知するものとする。 

 

（補助事業の変更等） 

第７条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

が、補助金交付の決定を受けた補助事業について、次の各号のいずれかに該当する

ときは、あらかじめ、変更等承認申請書（様式第２号）を知事に提出しなければな

らない。 

一 補助対象経費の額の変更（ただし、交付決定額の変更を伴わない 20 パーセン

ト以内の変更は除く。） 

二 補助事業の内容の変更（ただし、補助目的に変更をもたらすものでない軽微な

変更は除く。） 
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三 補助事業の全部若しくは一部の中止又は廃止 

２ 前項の変更その他の理由により、第５条第１項の交付申請書に記載された補助対

象経費が増減する場合、減額のみを認め、増額は認めないものとする。 

３ 知事は、第１項の変更等承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当

であると認めるときは必要な条件を付して変更を承認するものとし、補助事業者に

通知するものとする。 

４ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、

条件を付することができる。 

 

（状況報告） 

第８条 補助事業者は、補助金交付決定があった年度の 11月 30日現在における事業

状況報告書（様式第３号）を作成し、その翌月の 10 日までに、これを知事に報告

しなければならない。ただし、知事が報告の必要がないと認めた場合は、この限り

ではない。 

 

（遅延等の報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が

困難となった場合には、速やかに事故報告書（様式第４号）を知事に提出し、その

指示を受けなければならない。 

 

（実績報告等） 

第 10条 補助事業者は、補助事業が完了した日の翌日から起算して 30日を経過する

日又は知事が別に定める日のいずれか早い日までに、実績報告書（様式第５号）を

知事に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書に添付する書類は、別表３のとおりとする。 

３ 補助事業者は、第５条第５項の利益等排除の方法による第６条の交付の決定を受

けた場合は、第１項の実績報告書を提出するときに、利益等排除の申立てを知事に

しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 11 条 知事は、前条第１項の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、

必要に応じて現地調査を行い、適当と認められるときは、補助金の額を確定し、補

助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の規定により額を確定した場合において、既にその額を超える補助

金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令がなされた日から 20 日以内とし、期限内

に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利

10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

 

（補助金の支払） 

第12条 補助事業者は、前条第１項の規定による補助金の額の確定があったときは、
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速やかに精算払請求書（様式第６号）により、知事に補助金の支払を請求するもの

とする。 

２ 知事は、前項の請求書を受理した日から 30日以内に補助金を支払うものとする。 

 

（補助金の概算払） 

第 13 条 知事は、前２条の規定に関わらず、補助事業の実施上必要があると認める

ときは、補助金の一部を概算払することがある。 

２ 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書（様式第

７号）に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第 14 条 知事は、第７条第１項第３号に規定する申請があったとき又は次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す

ことができる。 

 一 法令、愛媛県補助金等交付規則又は本交付要綱に基づく知事の処分又は指示に

違反した場合 

二 補助金を他の用途に使用した場合 

三 不正の手段によって補助金の交付を受けた場合 

四 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合 

五 前各号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情により、補助事業の全部

又は一部を継続する必要がなくなった場合 

六 補助事業者（その役員を含む。）が、愛媛県暴力団排除条例に規定する暴力団又

は暴力団員等に該当することとなった場合 

２ 前項の規定は、第 11 条第１項に規定する補助金の額の確定があった後において

も適用する。 

３ 知事は、第１項に規定する取消しをしたときは、速やかに補助事業者に通知する

ものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 15 条 知事は、前条第１項に規定する取消しをした場合において、既に当該取消

しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して補助金の全部

又は一部の返還を命ずることができる。 

２ 知事は、前項の返還を命ずる場合は、前条第１項第５号に規定する場合を除き、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期限に応じて、年利 10.95パ

ーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

３ 第１項に基づく補助金の返還については、第 11条第３項の規定を準用する。 

 

（関係書類の整備） 

第 16 条 補助事業者は、当該補助事業に係る契約書その他の関係書類を、当該補助

事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならな

い。 
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（取得財産の管理等） 

第 17 条 補助事業者は、当該補助事業により取得、又は効用の増加した財産（以下

「取得財産」という。）について、知事が別に定める期間（保有義務期間）、補助金

交付の目的に従って、適正に管理しなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産について取得財産管理台帳・取得財産明細表（様式第８

号）を備え、管理しなければならない。知事は、必要があると認める場合は、補助

事業者に対して取得財産管理台帳・取得財産明細表の開示を求めることができる。 

 

（財産処分の制限等） 

第 18条 補助事業者は、取得価格又は効用の増加価格の単価が 50万円を超える取得

財産を知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、廃棄し、又は設置場所を変更してはなら

ない。ただし、補助事業者が、あらかじめ財産処分承認申請書（様式第９号）を提

出し、知事の承認を受けた場合、補助の全部に相当する金額を納付した場合、又は

知事が別に定める期間を超過した場合は、この限りではない。 

 

（報告及び検査等） 

第 19 条 知事は、必要があると認める場合は、補助事業者に対して報告を求め、若

しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係

書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

（その他） 

第 20 条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、知

事が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、令和８年６月 19日から施行する。 
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別表１ （第３条第２項関係） 

急速充電設

備の新規設

置事業 

補助要件 補助の対象となる急速充電設備は、次の各号に掲げる要件

をすべて満たさなければならない。 

一 ＣＥＶ補助金業務実施細則（充電設備）別表１-１-１に記

載の急速充電設備であること。 

二 県の他の補助金と重複して申請していないこと。 

三 新品であること。 

四 公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に

設置すること。 

五 利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又

は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の

徴収は可とする。 

六 設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板

を設置すること。 

七 設置及びその経費の支払いが第 10条第１項に規定する実

績報告書提出期限日までに完了すること。 

八 補助の対象となる急速充電設備及びその設置工事をリー

スする目的で取得する場合は、リース事業者が申請者とな

り、リース料金の総額に補助金相当額分の値下がりを反映

させること。 

九 充電設備の場所や出力、利用可能時間、メンテナンス等に

よる休止状況などを利用者が誰でもインターネット上で確

認できること。ただし、インターネット上に掲載予定である

ことを申告し、第 10条第１項に規定する実績報告において

インターネット上の掲載先等を報告することで可とする。 

補助対象経

費（消費税

及び地方消

費 税 を 除

く。） 

充電設備の購入費(ＣＥＶ補助金業務実施細則（充電設備）

別表１-１-１に記載の補助金交付上限額又は購入価格のいず

れか低い方の価格)及び充電設備の設置工事費（充電設備設置

工事費、案内板設置工事費、付帯設備設置工事費及びその他設

置に係る費用） 。 

補助率 １／２（空白地域は２／３） 

補助金の額 補助対象経費に補助率を乗じた額（千円未満切り捨て） 。

ただし、他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・

助成金等の額を補助対象経費から控除した額に補助率を乗じ

た額とする（千円未満切り捨て） 。 

補助上限額 １台につき 1,000千円（空白地域は１台につき 1,333千円） 

補助上限台数 １施設等につき１台 

急速充電設

備既存設置

箇所への増

設事業 

補助要件 補助の対象となる急速充電設備は、次の各号に掲げる要件

をすべて満たさなければならない。 

一 ＣＥＶ補助金業務実施細則（充電設備）別表１-１-１に記

載の急速充電設備であること。 

二 既に急速充電設備を設置している高速道路 SA・PAや道の

駅等において、追加で急速充電設備を設置するものである

こと。 

三 県の他の補助金と重複して申請していないこと。 
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四 新品であること。 

五 公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に

設置すること。 

六 利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又

は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の

徴収は可とする。 

七 設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板

を設置すること。 

八 設置及びその経費の支払いが第 10条第１項に規定する実

績報告書提出期限日までに完了すること。 

九 補助の対象となる急速充電設備及びその設置工事をリー

スする目的で取得する場合は、リース事業者が申請者とな

り、リース料金の総額に補助金相当額分の値下がりを反映

させること。 

十 充電設備の場所や出力、利用可能時間、メンテナンス等に

よる休止状況などを利用者が誰でもインターネット上で確

認できること。ただし、インターネット上に掲載予定である

ことを申告し、第 10条第１項に規定する実績報告において

インターネット上の掲載先等を報告することで可とする。 

補助対象経

費（消費税

及び地方消

費 税 を 除

く。） 

充電設備の購入費(ＣＥＶ補助金業務実施細則（充電設備）

別表１-１-１に記載の補助金交付上限額又は購入価格のいず

れか低い方の価格)及び充電設備の設置工事費（充電設備設置

工事費、案内板設置工事費、付帯設備設置工事費及びその他設

置に係る費用） 。 

補助率 １／２ 

補助金の額 補助対象経費に補助率を乗じた額（千円未満切り捨て） 。

ただし、他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・

助成金等の額を補助対象経費から控除した額に補助率を乗じ

た額とする（千円未満切り捨て） 。 

補助上限額 １台につき 1,000千円 

補助上限台数 １施設等につき１台 

急速充電設

備の入替設

置事業 

補助要件 補助の対象となる急速充電設備は、次の各号に掲げる要件

をすべて満たさなければならない。 

一 ＣＥＶ補助金業務実施細則（充電設備）別表１-１-１に記

載の急速充電設備であること。 

二 既に急速充電設備を設置している高速道路 SA・PAや道の

駅等において、入替で急速充電設備を設置するものである

こと。 

三 入替で設置する急速充電設備は、充電口が１口であった

ものから、２口以上の急速充電設備であること。 

四 県の他の補助金と重複して申請していないこと。 

五 新品であること。 

六 公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に

設置すること。 

七 利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又
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は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の

徴収は可とする。 

八 設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板

を設置すること。 

九 設置及びその経費の支払いが第 10条第１項に規定する実

績報告書提出期限日までに完了すること。 

十 補助の対象となる急速充電設備及びその設置工事をリー

スする目的で取得する場合は、リース事業者が申請者とな

り、リース料金の総額に補助金相当額分の値下がりを反映

させること。 

十一 充電設備の場所や出力、利用可能時間、メンテナンス等に

よる休止状況などを利用者が誰でもインターネット上で確

認できること。ただし、インターネット上に掲載予定である

ことを申告し、第 10 条第１項に規定する実績報告において

インターネット上の掲載先等を報告することで可とする。 

補助対象経

費（消費税

及び地方消

費 税 を 除

く。） 

充電設備の購入費(ＣＥＶ補助金業務実施細則（充電設備）

別表１-１-１に記載の補助金交付上限額又は購入価格のいず

れか低い方の価格)及び充電設備の設置工事費（充電設備設置

工事費、案内板設置工事費、付帯設備設置工事費及びその他設

置に係る費用） 。 

補助率 １／２ 

補助金の額 補助対象経費に補助率を乗じた額（千円未満切り捨て） 。

ただし、他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・

助成金等の額を補助対象経費から控除した額に補助率を乗じ

た額とする（千円未満切り捨て） 。 

補助上限額 １台につき 1,000千円 

補助上限台数 １施設等につき１台 

（注）充電設備の設置工事費の詳細項目については、知事が別に定める。 

 

別表２（第５条第３項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）①から⑬までの書類の詳細は知事が別に定める。 

①登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書） 

②県税等の未納がないことを証する書類 

③誓約書（様式第 10号） 

④補助対象経費に係る見積書 

⑤設置場所の見取図 

⑥設置場所の平面図 

⑦電気系統図 

⑧配線ルート図 

⑨要部写真 

⑩リース事業を生業とすることを証する書類 

⑪土地所有者の設置承諾書 

⑫補助事業に係る発注書 

⑬その他知事が必要と認める書類 
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別表３（第 10条第２項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）①から⑫までの書類の詳細は知事が別に定める。 

 

①補助事業に係る発注書、請求書及び領収書 

②補助対象設備の保証書 

③補助対象設備の設置完了証明書（様式第 11号） 

④完成後の設置場所の見取図 

⑤完成後の設置場所の平面図 

⑥完成後の電気系統図 

⑦完成後の配線ルート図 

⑧要部写真 

⑨他の補助金・助成金等を受給する場合、その受給額が確認できる書類の写し 

⑩リース料金の算定根拠明細書（様式第 12号） 

⑪リース契約書 

⑫ その他知事が必要と認める書類 


